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１【提出理由】

当社は、2026年４月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年４月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

(１) 現行定款第２条(目的)について事業目的を追加し以降の号数の繰り下げを行い、併せて字句表現の

変更を行うものです。

(２) 現行定款第３条(本店の所在地)について変更するものです。

(３) 現行定款第６条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の155,800,000株から、2026

年１月31日時点の発行済株式の総数79,444,000株の４倍に相当する317,776,000株に変更するもの

です。

 
第２号議案　取締役５名選任の件

取締役に宮﨑明、立川光昭、林光、絹井隆平、板野沙智の５名を選任するもので

す。　　　　　　　　なお、板野沙智は社外取締役です。

 
第３号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）と改めさせていた

だくものです。

 
第４号議案　取締役に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬枠改定の件

現行制度における当社取締役に交付する株式及び金銭報酬の上限額を、以下に改めさせていただく

ものです。

・株式数は年3,500,000株以内(うち社外取締役については年［700,000］株以内)

・支給する金銭報酬債権の額は合計年350百万円以内（うち社外取締役については年70百万円以

内）（ただし、使用人分給与は含まない。）

 
第５号議案　株式報酬制度の一部（付与対象者）改定の件

当社連結子会社の取締役（社外取締役を除く。）を本制度の付与対象者に追加するものです。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

3,316,330 7,747 0 (注)１ 可決 97.57

第２号議案
取締役５名選任の件

   (注)２   

宮﨑　明 316,340 7,737 0  可決 97.57

立川　光昭 316,368 7,709 0  可決 97.58

林　光 316,304 7,773 0  可決 97.56

絹井　隆平 316,177 7,900 0  可決 97.52

板野　沙智 316,286 7,791 0  可決 97.56

第３号議案
取締役の報酬額改定
の件

309,361 14,716 0 (注)３ 可決 95.42

第４号議案
取締役に対する事後
交付型業績連動型株
式報酬に係る報酬枠
改定の件

311,284 12,793 0 (注)３ 可決 96.01

第５号議案
取締役の報酬額改定
の件

312,125 11,952 0 (注)３ 可決 96.27

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主

分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち当該議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合

です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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